
別添様式４
高知県ふれあいの道づくり支援事業に係る合意書
高知県ふれあいの道づくり支援事業実施要領第４条第３項に基づき、支援の対象者（以下「ロードボランティア」という。）と　　　　　　　事務所長（以下「所長」という。）は、ふれあいの道づくり支援事業について次のとおり合意しました。
（対象区間）
第１条　この協定に基づく対象区間は次のとおりです。
路線名
区　間
延　長
（ロードボランティアの役割）
第２条　ロードボランティアは、上記路線区間（以下「区間」という。）においてボランティア活動を行い、道路を中心とした地域の環境の向上に努めるものとします。
（道路管理者の役割）
第３条　所長は、市町村長と連絡を取りながらロードボランティアの活動に対して協力を行うものとします。
（作業の安全）
第４条　ロードボランティアは、清掃又は緑化作業等を行うに当たっては、法令を守り自己の責任において作業を行い、けが等をしないよう安全に十分注意するものとします。
（ロードボランティアのゴミ処分）
第５条　ロードボランティアは、区間を管轄する市町村の分別方法に従って、回収したゴミ等を適正に処分するものとします。
（花壇等の設置）
第６条　ロードボランティアは、ボランティア活動にともない、新たに花壇を造り、フラワーポット等を設置し、又は樹木を植えようとするときは、所長と協議することとします。
（表示板の設置）
第７条　所長は、ロードボランティアの希望がある場合、名称等を記した表示板を区間内に設置するものとします。
ただし、平成１６年度以降に申請認定された建設業関係の団体については、表示板は設置しないものとします。
（保険）
第８条　ロードボランティアは、所長の指定する傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとします。ただし、保険料は高知県知事が負担することとします。
（事故等の連絡）
第９条　ロードボランティアは、ボランティア活動中に事故等が起こったときは、すみやかに所長に連絡するとともに、事故発生報告書（別添様式５）により所長に報告するものとします。
（道路異常の連絡）
第１０条　ロードボランティアは、区間内の道路及び道路施設の異常等を発見した場合はすみやかに所長に連絡するものとします。
（活動計画）
第１１条　ロードボランティアは、３月１５日までに翌年度の活動計画書（別添様式６）を所長に提出するものとします。
（実績報告）
第１２条　ロードボランティアは、活動完了後３０日以内、または３月１５日までのいずれか早い時期に、活動実績報告書（別添様式７）を所長に提出するものとします。
（疑義の解決）
第１３条　この合意書について、疑義が生じたときは、ロードボランティア及び所長が協議のうえ解決するものとします。
（申請内容の変更）
第１４条　ロードボランティアは、提出した第４条のロードボランティア認定申請書（別添構成員名簿含む）及び第７条の活動計画書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにロードボランティア申請内容変更届（別紙様式８）を所長に提出するものとします。
令和　　年　　月　　日
団体名
代表者住所
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　事務所長　　　　　　　　　　印

